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出張講習致します
　御社へ出張して各種講習いたします。お問合せ等お待ちしております。

＜最近の出張講習実績＞
　・安全管理者選任時研修
　・安全衛生推進者養成講習
　・雇入れ時（新入社員等）安全衛生教育
　・自由研削といし特別教育
　・酸素欠乏等危険作業特別教育
　・粉じん作業特別教育
　・石綿使用解体業務特別教育　　　他

　上記以外もぜひご相談ください。

　　　名古屋東労働基準協会
　　　　　　　　　Tel 　　052-882-3909
　　　　　　　　　Fax 　　052-883-3586
　　　　　　　　　E-Mail　kyokai@meito-roukyo.jp



労働安全衛生法第66条による検査

じん肺法第８条の規定による検査

有機溶剤中毒予防規則第29条の規定による検査

鉛・水銀・クローム・赤紫外線・電離放射線等の

作業に従事する方の検査

免疫学的及び生化学的・血液検査全般

……

……

……

……

……

健　康　診　断

検診事務所　名古屋市昭和区小桜町２－29－２　寿ビル２階
TEL.７４１－４０１２　　FAX.７３３－０８６９

一般定期健康診断

じ ん 肺 健 康 診 断

有機溶剤健康診断

特 殊 健 康 診 断

血 液 検 査

消 化 器 検 診

○

○

○

○

○

○ 心 電 図 検 診○ 各 種 機 能 検 査○

一般財団法人　平　林　移　動　集　団　検　診　所

明るい職場は　まず健康診断から
◎労働安全衛生法による　健康診断（巡回）

☆定期健診・特殊健診（じん肺・有機溶剤・鉛・特定化学物質等）
◎生活習慣病健康診断（巡回）

☆胃部レントゲン・血液検査・心電図・腹部超音波（エコー）検査
　・腫瘍マーカー検査・眼底検査等

◎作業環境測定
☆粉じん・鉛・有機溶剤・特定化学物質等

◎人間ドック
☆東海診療所（名古屋市中村区名駅南　名古屋三井ビルディング新館３Ｆ）　　
　　　　　　　TEL 052−582−0751　FAX 052−582−6968

お申込みは、書面（またはハガキ）並びに電話（またはファックス）のいずれでも、
ご連絡をお願い申し上げます。
　名古屋東労働基準協会指定
　健康診断機関等名簿登載（１−13−03）・作業環境測定機関等名簿登載（23−44）
	 				一般財団法人

　　　	　		全日本労働福祉協会	東海支部
　　〒457−0832　名古屋市南区浜中町１−５−１　　 　052−602−4747

 　　　　　ＦＡＸ052−602−6821



名古屋東労働基準協会　主催・受付

各種講習会のご案内

☆お問合せ・申込は名古屋東労働基準協会へ（052-882-3909）
☆最新情報はホームページをご確認ください

◆技能講習
月別

事業名
５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

受講料
上:会　員
下:非会員

酸 素 欠 乏 ･ 硫 化 水 素
危 険 作 業 主 任 者

21.22.23 市
　 　 26 市

23.24.25 市
　 　 28 市

18.19.20 市
　 　 23 市

16,880
17,380

有 機 溶 剤 作 業 主 任 者 10.11 市 8.9 市 6.7 市 7.8 港 5.6 市 12,480
12,980

特定化学物質及び四アルキル鉛等
作 業 主 任 者 25.26 市 20.21 市 14.15 市 24.25 市 12,480

12,980

石 綿 作 業 主 任 17.18 市 6.7 市 10.11 市 29.30 市 3.4 市 12,480
12,980

◆登録講習
月別

事業名
５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

受講料
上:会　員
下:非会員

安 全 衛 生 推 進 者 養 成 講 習 8.9 市 3.4 市 12.13 市 14,850

衛 生 推 進 者 養 成 講 習 4 9,570

一 般 建 築 物 石 綿 含 有 建 材
調 査 者 講 習 18.19 金 19.20 東 ● 40,000

45,280

◆安全衛生法定教育
月別

事業名
５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

受講料
上:会　員
下:非会員

化 学 物 質 管 理 者 講 習
（１日） 29 3 15,000

17,000

安 全 管 理 者 選 任 時 研 修 12.13 市 20.21 市 17,800
19,800

職 ⾧ 等 監 督 者 教 育（ 製 造 業 ） 15.16 市 12.13 市 18.19 市 11.12 市 14,700
18,800

職 ⾧･安 全 衛 生 責 任 者 教 育
（建設業） 23.24 港 19.20 港 24.25 港 16.17 市 15,500

19,800

新 入 社 員 安 全 衛 生 教 育 7,020
8,860

ア ー ク 溶 接 特 別 教 育 12.13.14 市 12.13.14 市 16,800
19,800

低 圧 電 気 取 扱 特 別 教 育
（実技あり１日コース） 22 東 22 東 8,350

10,490

低 圧 電 気 取 扱 特 別 教 育
（実技あり２日コース） 9.10 N 6.7 N 19,800

22,000

高圧･特別高圧電気取扱特別教育
（学科のみ）

14,250
18,330

自 由 研 削 と い し 特 別 教 育 6 市 9,260
11,610

※枠内数字は開催日、記号等は次ページ下部注参照
　受講料の単位（円）税込み
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月別
事業名

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月
受講料

上:会　員
下:非会員

プ レ ス 作 業 特 別 教 育 11.13 N 12,120
15,380

粉 じ ん 作 業 特 別 教 育 2 7,300
9,200

酸 素 欠 乏 危 険 作 業 特 別 教 育 4 市 8,400
10,500

有 機 溶 剤 業 務 従 事 者 教 育 2 8,400
10,500

足 場 の 組 立 て 等 特 別 教 育 28 市 11 市 7,100
9,000

フ ル ハ ー ネ ス 型 特 別 教 育 19 市 14 市 19 市 9,500
11,500

フォークリフト運転業務従事者
安 全 衛 生 教 育 6 26 7,700

9,700

丸のこ等取扱作業従事者教育 3 市 7,300
8,900

振 動 障 害 防 止 の た め の
安 全 衛 生 教 育 10 市 7,300

8,900

職 ⾧・ 安 全 衛 生 責 任 者
能 力 向 上 教 育 27 市 8,100

10,100

◆安全衛生教育等
月別

事業名
５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

受講料
上:会　員
下:非会員

衛 生 管 理 者 受 験 準 備 勉 強 会
（１種） 15.16 市 1.2 市 17,820

22,000

衛 生 管 理 者 受 験 準 備 勉 強 会
（２種） 15 市 1 市 11,610

14,660

◆無料セミナー・説明会等
月別

事業名
５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 受講料

労 務 管 理 研 修 会 無　料

労 災 保 険 実 務 研 修 会 無　料

全 国 安 全 週 間 説 明 会 6 市
7 商

用品代
2,000

全 国 労 働 衛 生 週 間 説 明 会 6 商
11 市

用品代
2,000

注 - １）必要に応じて、変更、追加あり。
注 - ２） 市：名古屋市工業研究所、港：名古屋港湾会館、金：日本特殊陶業市民会館、 Ｎ：人材育成センター（製鉄公園内）、
　　　　東：東別院会館、商：東郷町商工会館
　　　　会場の記載無し：名古屋南労働基準協会２階
注 - ３）●は開催予定
注 - ４）石綿作業主任者は名古屋南労働基準協会（052-651-9246）へお申込みください

※枠内数字は開催日、記号等は次ページ下部注参照
　受講料の単位（円）税込み
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講  習  会  名 月 学科開催日 実技開催日 学 科 会 場 実 技 会 場 会　　費 申込

フォークリフト運転（31Ｈ）

7 月

3 7・10・11 ポーラ名古屋ビル ＮＳＢ東海（車×）

32,650円

ま
ず
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名
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東
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会
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お
電
話
（
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５
２
━
８
８
２
━
３
９
０
９
）
下
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い
。

11

18・19・20

ポーラ名古屋ビル

ＮＳＢ東海（車×）

16・23・30 トヨタＬ＆Ｆ北名古屋

31 8/6・13・20 ＮＳＢ東海（車×）水 谷 運 輸

酸 素 欠 乏・ 硫 化 水 素
作 業 主 任 者

10・11 15 豊 和 工 業 ポーラ名古屋ビル

17,910円

5・6

10

江南市民文化会館

江南市民文化会館

12 江南市民文化会館

有 機 溶 剤 作 業 主 任 者

13・14 ア イ プ ラ ザ 半 田

13,780円

22・23 ポーラ名古屋ビル

特 定 化 学 物 質 及 び
四アルキル鉛等作業主任者 22・23 ポーラ名古屋ビル 13,780円

石 綿 作 業 主 任 者 28・29 ポーラ名古屋ビル 13,280円

プ レ ス 作 業 主 任 者 10・11 ポーラ名古屋ビル 13,340円

は い 作 業 主 任 者 5・6 ポーラ名古屋ビル 12,895円

鉛 作 業 主 任 者 18・19 ポーラ名古屋ビル 13,170円

機 械 研 削 と い し 特 別 26 28 トヨタグローバル トヨタグローバル 会　員 14,520円
非会員 17,520円

石綿作業主任者使用建築物等
解 体 等 業 務 特 別 18 ポーラ名古屋ビル 会　員　6,700円

非会員　8,200円

マ ス ク フ ィ ッ ト テ ス ト
実 施 者 養 成 研 修 31 31 名 古 屋 市 公 会 堂 名 古 屋 市 公 会 堂 会　員 21,000円

非会員 26,080円

～お問い合わせは名古屋東労働基準協会へ～
2023年７月分　　　　※すでに定員満了の講習は未掲載

愛知労働基準協会　主催
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名古屋東労働基準監督署人事異動（令和５年４月１日付）
転　　　　　　　　　出 転　　　　　　　　　入

新（所属・職名） 氏　　　　　名 旧（所属・職名） 新（所属・職名） 氏　　　　　名 旧（所属・職名）

半田署

署⾧
篠田　英子

名古屋東署

副署⾧

名古屋東署
　
副署⾧

佐野　　晃
労働基準部監督課
　
地方労働基準監察監督官

総務部労働保険適用・事務組合課
　
課⾧補佐

西尾　詔子
名古屋東署
　
副署⾧

名古屋東署
　
副署⾧

高羽　章次
名古屋西署
　
副署⾧

労働基準部監督課
　
地方労働基準監察監督官

久保木絵津子
名古屋東署
第一方面
第一方面主任監督官

名古屋東署
第一方面
第一方面主任監督官

植木　美夏
労働基準部監督課
　
特別司法監督官

総務部労働保険適用・事務組合課
事務組合第二係
事務組合第二係⾧

柳澤　香織
名古屋東署
労災第二課
労災保険給付調査官

名古屋東署
第二方面
第二方面主任監督官

久光　大樹
豊橋署
第一方面
第一方面主任監督官

名古屋北署
第二方面
　

今井　隆之
名古屋東署
労災第二課（第一方面併任）
補償主任

名古屋東署
第一方面（労災第二課併任）
　

田口久留味
津島署
労災課（監督課併任）
　

名古屋東署
第三方面
　

坪内　雄大
　
　
鹿児島局

大阪局泉大津署
労災課併任
　

角　　優果
名古屋東署
第一方面（労災第二課併任）
　

名古屋東署
第四方面
　

大喜多　開
　
　
三重局

本省労働基準局安全衛生部
計画課法規係
一般職員

坂本　恵理
名古屋東署
第一方面
　

名古屋東署
安全衛生課
　

波野　祐輔
　
　
福岡局

富山局富山署
第二方面
　

䑓藏励志朗
名古屋東署
第四方面
　

名古屋東署
安全衛生課
　

向　　貴久
瀬戸署
安全衛生課
　

大分局大分署
第三方面
　

重村　健輔
名古屋東署
安全衛生課
　

名古屋東署
業務課
業務課⾧（労災第二課併任）

田中　順也
岡崎署
業務課
業務課⾧（労災課併任）

北海道局帯広署
安全衛生課
　

野口将太郎
名古屋東署
安全衛生課
　

名古屋東署
労災第二課
労災保険給付調査官

中村　正文
津島署
労災課
補償係⾧

　　
　
退職

鈴村　修史
名古屋東署
第二方面
第二方面主任監督官
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名古屋東労働基準監督署管内災害発生状況（令和４年発生分）
令和５年３月末日現在

業　　　　種 ３月末日
現　　在 累　　計 前年同期 業　　　　種 ３月末日

現　　在 累　　計 前年同期

製　　造　　業 6 131 （2） 103 建 設 業 3 （1） 91 （1） 94

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訳

食 料 品 27 （1） 22 運 輸 交 通 業 3 73 61

繊 維 1 1 陸 上 貨 物 業 6 8

木 材 ・ 木 製 品 3 3 商 業 5 184 （1） 161

製 紙 ・ 印 刷 6 3 金 融 ・ 広 告 業 1 （1） 38 36

化 学 2 11 7 保 健 衛 生 業 95 887 233

窯業・土石製品 1 2 接 客 娯 楽 業 1 64 53

鉄鋼・非鉄金属 4 3 清 掃 業 1 40 52

金 属 製 品 29 22 そ の 他 の 事 業 89 91

一 般 機 械 12 （1） 10

電 気 機 械 10 3

輸 送 用 機 械 2 11 12 合 計 115 （2）1,603 （4） 892

そ の 他 の 製 造 2 16 15 （注１）休業４日以上の死傷病報告受理件数を表す。
（注２）死亡者数は（　　）内に外数で表わす。（最新把握件数）

名古屋東労働基準監督署管内災害発生状況（令和５年発生分）
令和５年３月末日現在

業　　　　種 ３月末日
現　　在 累　　計 前年同期 業　　　　種 ３月末日

現　　在 累　　計 前年同期

製　　造　　業 （1） 8 （1） 13 25 建 設 業 10 22 18

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訳

食 料 品 2 3 5 運 輸 交 通 業 2 6 9

繊 維 陸 上 貨 物 業 2 3 2

木 材 ・ 木 製 品 商 業 15 29 26

製 紙 ・ 印 刷 2 金 融 ・ 広 告 業 3 9

化 学 1 保 健 衛 生 業 26 36 13

窯業・土石製品 1 1 接 客 娯 楽 業 7 19 10

鉄鋼・非鉄金属 （1） （1） 1 清 掃 業 7 12 4

金 属 製 品 2 2 9 そ の 他 の 事 業 6 14 11

一 般 機 械 2 3 1

電 気 機 械 4

輸 送 用 機 械 1 1 2 合 計 （1） 83 （1） 157 127

そ の 他 の 製 造 1 2 （注１）休業４日以上の死傷病報告受理件数を表す。
（注２）死亡者数は（　　）内に外数で表わす。（最新把握件数）
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        ※（　）内は交通事故による死亡者数で内数である。

8 (2) 12 (1) 12 (1)
食 料 品 製 造 業 1 1 1
化 学 工 業 1 1
鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属 1 (1) 2 2
金 属 製 品 2 1 (1) 1 (1)
一 般 ・ 電 気 ・ 輸 送 用 3 4 4
そ の 他 1 (1) 3 3

12 5 5
 土 木 工 事 業 4

建 築 工 事 業 6 5 5
そ の 他 2

4 1 (1) 1 (1)
2 (1) 2 (2) 2 (2)

 卸 売 業 2 (1)
小 売 業 2 (2) 2 (2)
そ の 他

11 (4) 6 (1) 6 (1)
37 (7) 26 (5) 26 (5)合 計

製 造 業

建 設 業

陸 上 貨 物 運 送 事 業
商 業

清 掃 ・ と 畜 業
上 記 以 外 の 事 業

愛知労働局管内死亡災害発生状況 ( 令和5年4月10日 現在の速報値)

        　                年    別
  業   種

令和4年(速報値） 令和3年同時期(速報値) 令和3年確定値
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

月別死亡災害発生状況積算グラフ

令和2年
令和3年
令和4年

愛知労働局管内死亡災害発生状況（令和５年４月10日現在の速報値）
令和４年発生分 ※（　）内は交通事故による死亡者数で内数である。

年別
業種 令和４年（速報値） 令和３年同時期（速報値） 令和３年確定値

製 造 業 8 （2） 12 （1） 12 （1）

内訳

食 料 品 製 造 業 1 1 1
化 学 工 業 1 1
鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属 1 （1） 2 2
金 属 製 品 2 1 （1） 1 （1）
一 般 ・ 電 気 ・ 輸 送 用 3 4 4
そ の 他 1 （1） 3 3

建 設 業 12 5 5

内訳
土 木 工 事 業 4
建 築 工 事 業 6 5 5
そ の 他 2

陸 上 貨 物 輸 送 事 業 4 1 （1） 1 （1）
商 業 2 （1） 2 （2） 2 （2）

内訳
卸 売 業 2 （1）
小 売 業 2 （2） 2 （2）
そ の 他

清 掃 ・ と 畜 業
上 記 以 外 の 事 業 11 （4） 6 （1） 6 （1）
合 計 37 （7） 26 （5） 26 （5）
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        ※（　）内は交通事故による死亡者数で内数である。

3 3 8 (2)
食 料 品 製 造 業 1
化 学 工 業
鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属 2 1 (1)
金 属 製 品 1 2 2
一 般 ・ 電 気 ・ 輸 送 用 1 3
そ の 他 1 (1)

1 5 12
 土 木 工 事 業 1 4

建 築 工 事 業 1 3 6
そ の 他 1 2

1 4
1 2 (1)

 卸 売 業 2 (1)
小 売 業 1
そ の 他

2
1 (1) 3 (1) 11 (4)
8 (1) 12 (1) 37 (7)合 計

製 造 業

建 設 業

陸 上 貨 物 運 送 事 業
商 業

清 掃 ・ と 畜 業
上 記 以 外 の 事 業

愛知労働局管内死亡災害発生状況 ( 令和5年4月10日 現在の速報値)

        　                年    別
  業   種

令和5年速報値 令和4年同時期(速報値) 令和4年確定値
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月別死亡災害発生状況積算グラフ

令和3年

令和4年

令和5年

愛知労働局管内死亡災害発生状況（令和５年４月10日現在の速報値）
令和５年発生分 ※（　）内は交通事故による死亡者数で内数である。

年別
業種 令和５年（速報値） 令和４年同時期（速報値） 令和４年確定値

製 造 業 3 3 8 （2）

内訳

食 料 品 製 造 業 1
化 学 工 業
鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属 2 1 （1）
金 属 製 品 1 2 2
一 般 ・ 電 気 ・ 輸 送 用 1 3
そ の 他 1 （1）

建 設 業 1 5 12

内訳
土 木 工 事 業 1 4
建 築 工 事 業 1 3 6
そ の 他 1 2

陸 上 貨 物 輸 送 事 業 1 4
商 業 1 2 （1）

内訳
卸 売 業 2 （1）
小 売 業 1
そ の 他

清 掃 ・ と 畜 業 2
上 記 以 外 の 事 業 1 （1） 3 （1） 11 （4）
合 計 8 （1） 12 （1） 37 （7）
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死 亡 災 害 速 報（３月） 愛知労働局

発生日時 事故の型/起因物 災害発生状況・原因
R
2 0 2 2
4. 6. 4.

18:00
そ の 他
起 因 物 な し

自宅で意識がなくなっているところを発見され、その後死亡が確
認されたもの。

 事
規 模

業場　1000名以上 業
種　輸送用機械等製造業 30代  一般社員 経

験　17年

R
2 0 2 3
5. 3.10.

9:05
は さ ま れ･巻 き 込 ま れ
その他の一般動力機械

砂型造型機において、砂型を送給するパレットラインが詰まった
ため、作業者２名が確認していたところ、当該造型機の真上に上
昇していたウェイトテーブル（砂型に注湯する際の金型及びその
カバー）が下降し、作業者２名が挟まれたもの。そのうち１名が
死亡。

 事
規 模

業場　10～29名 業
種　鉄鋼業 0代  調査中 経

験　　年
R
2 0 2 3
5. 3.30.

9:00
交 通 事 故（ 道 路 ）
乗用車、バス、バイク

介護事業所の送迎車（職員２名と利用者５名が乗車）と乗用車が
交差点で衝突し、うち職員１名が死亡したもの。

 事
規 模

業場　9名以下 業
種　その他の事業 80代  調査中 経

験　　年

R
2 0 2 3
5. 3.30.

15:30
飛 来 ･ 落 下
整地・運搬・積込み用

車両系建設機械（整地等）の整備中、被災者がエンジンのベルト
交換を行うため、カウンターウェイトを取り外そうと固定ボルト
を外したところ、カウンターウェイトが落下し被災者に激突した。

 事
規 模

業場　9名以下 業
種　商業 70代  機械修理工 経

験　60年

R
2 0 2 3
5. 4. 5.

21:25
は さ ま れ･巻 き 込 ま れ
その他の一般動力機械

事業場内の製品コイルを出荷前に梱包するラインにおいて、製品
コイルの梱包作業に従事していた被災者が、製品コイル（外径高
さ約1.2ｍ、奥行約1.5ｍ、重さ約11t）と搬送用Ｃフック（移載機）
の間にはさまれ、胸部圧迫により死亡したもの。

 事
規 模

業場　100～299名 業
種　金属製品製造業 0代  その他の製造工 経

験　　年
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「ジェンダー」
　私は名古屋東監督署に留任しまして、この「つぶやき」連載も２年目に入りました。
相変わらず、気になったトピックスなどを取り上げていきたいと思います。
　今回は、ジェンダーについて考えます。３月８日はジェンダー平等を目指すための日
として国連が定めた国際女性デーでした。「SDGs」にも、ジェンダー平等を実現しよう
という指数がありますが、世界経済フォーラムが公表した「ジェンダーギャップ指数
2022」によると、日本は146か国中116位と先進国の中で最低レベルでした。この指数は、
「経済」「教育」「健康」「政治」の４つの分野のデータから作成され、日本は「教育」の
順位は１位、「健康」の順位は63位と上位の値である一方、「経済」及び「政治」におけ
る順位が低くなっており、「経済」の順位は121位、「政治」の順位は139位となっていま
す。日本の指数が低い主な原因は、経済分野においては女性管理職の比率が少ないこと、
収入における男女格差が大きいこと、政治分野においては国会議員の女性割合、閣僚の
女性割合が少ないことなどです。
　ところで、先日まで「大奥」というテレビドラマが放映されていました。史実どおり
の大奥ではなく、男女が逆転したSF時代劇です。よしながふみ氏のマンガが原作で、映
画化もされていました。「赤面疱瘡（あかづらほうそう）」という若い男性のみが感染し、
致死率80％という奇病が蔓延した結果、男性の人口が女性の４分の１にまで減少したと
いう設定です。物語は、社会構造や権力が男性から女性に移っていく様子を江戸城の大
奥を中心に描いています。徳川家光の時代に男女逆転が起こり、幕末まで描かれるので
すが、御簾越しに家光に拝謁したカピタン（商館長）の本国報告にある「家光が少年の
ような声だった、市中で女性が多く働いているのを見た」などの史料を基に、男女逆転
に説得力を持たせるストーリー構成になっています。
　フィクションの世界では、政治も経済も女性主導になるという劇的な展開も起こせま
すが、現実社会ではジェンダーギャップの解消は一朝一夕のことではありません。労働
行政においては、昨年７月８日に女性活躍推進法の省令改正が行われ、常用労働者301人
以上の事業主は男女の賃金差異の公表をすることが義務付けられました。前年度の事業
年度の状況を事業年度終了から概ね３か月以内に公表することとされています。300人以
下は努力義務です。賃金差異が生じている場合は、なぜその差が生じているのかの要因
分析を行い、その要因を解消するための具体的な取組を行うことが重要です。ジェンダー
ギャップ解消に向けた取組を一歩ずつ進めていきましょう。

監督署長のつぶやき
名古屋東労働基準監督署長

藤　原　　　隆

連 載
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「はい、こちら企業の労働１１０番です」。
１カ月単位の変形労働時間制の採用

濱野社会保険労務士事務所・名北労働基準協会
労務管理コンサルタント
濱　野　雄　司

　「はい、こちら企業の労働１１０番です」。
　朝、パソコンを立ち上げてメールボックスを見ると、一通のメールが入っておりました。
　メールは自社で使用している「雇用契約書」「労働条件通知書」等の内容に問題が有るか、
無いかの問い合わせでした。
　まずは「雇用契約書」と「労働条件通知書」はまとめることができること、「労働条件通知書」
の内容の契約期間が試用期間しかないので本契約期間の追記。次に、会社に無断欠席した場合
の退職処理が欠勤初日になっているので、これでは人事権の濫用になります。
　労働基準法、労働契約法いずれにも懲戒解雇について明確な規定は有りませんが、厚生労働
省の通達で「２週間以上の無断欠勤」と示されているため、この項目の修正。以上は社内書類
の修正で済みましたが、週の労働時間で疑義のある項目が出てきました。
　１日の所定労働時間が７時間でしたが、建設業で建設現場に入るので、完全週休２日制が取
れず、隔週休２日制となっていました。
　出勤が５日の週は週の労働時間が35時間で問題ありませんが、出勤が６日の週は42時間と週
40時間を超えていました。担当者の方に確認すると残業手当は払っていないとのことでした。
　このままでいくと労働基準法違反になるのは当然ですが、裁判所に訴えられると未支払賃金
の金額と、それと同額の付加金を支払わなければならなくなります。
　そこで、労使協定締結時の手続きが必要となりますが、残業手当の支払いをしないですむ方
法として、変形労働時間制を採用することをお勧めしました。
　この場合、１年単位の変形労働時間制と１カ月単位の変形労働時間制が考えられましたが、
届け出と運用が簡単な１カ月単位の変形労働時間制を採用することとしました。
　まず、「１カ月単位の変形労働時間制に関する協定届」をネットからダウンロードし、必要
事項を記入して、労働者の代表者に署名をしてもらうようにしました。労働基準監督署への届
け出は、どのような変形労働時間制をとるか明確にする必要がありますので、添付文書にＡグ
ループとＢグループ、２パターンの出勤カレンダーの書き方を説明し、届け出書類を作成して
いただいて、協定届と添付資料を労働基準監督署に提出し、届け出は無事終了しました。
　これで、経費削減と労働基準法違反の解決と一石二鳥となりました。

▽　　　　　　　　▽
　愛知県下各労働基準協会が行う労働相談室『企業の労働１１０番』は、電話での受付と思わ
れている方が多いようですが、県下労働基準協会の会員企業は文書のチェックが必要な場合、
Ｅ－ｍａｉｌのほか来館やファックスで問い合わせができますのでご活用ください。
　『企業の労働１１０番』
　　　☎　０５２－９６１－７１１０
　　ＦＡＸ０５２－９６１－９６３５
　　E-mail　roudou110@meihokurouki.or.jp
　�（労働基準協会に未加入企業は、初回１回のみ名北労働基準協会への来館で無料相談が可能
です）
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ハローワークからのお知らせ 

高年齢者雇用状況等報告及び障害者雇用状況報告の電子申請の方法が変わります 
 

高年齢者雇用状況等報告及び障害者雇用状況報

告の電子申請について、令和５年度より電子署名又

はＧビズＩＤが必要となります。 

ＧビズＩＤ申請・取得手続きの詳細は、デジタル

庁ホームページをご確認ください。 

 

 

 

 

 

デジタル庁ホームページ 

https://gbiz-id.go.jp/top/ 

 

 

 

 

 

２０２４年３月新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る 

推薦及び選考開始期日等の申し合わせについて 

  

 愛知県就職問題連絡協議会（愛知労働局主催：愛知県、愛知県教育委員会、名古屋市教育委員

会、中学校及び高等学校、事業主団体、ハローワーク、その他関係機関の代表者により構成）にお

いて、2024年 3月新規中学校・高等学校卒業予定者の就職について協議し申し合わせを行いまし

た。なお、申し合わせ内容詳細につきましては、愛知労働局ホームページにてご確認願います。 

                                                                                                                   

※名古屋市内３公共職業安定所（名古屋中・名古屋南・名古屋東）の学卒関係業務については、「名古屋中公共職業安定

所 学卒部門」（名古屋市中区錦 2-14-25 ヤマイチビル８階）において集中化して行っていますので、名古屋市内３安

定所管轄の事業所におかれましては、新規高等学校・中学校卒業予定者を対象とする求人の申込み・採用のご相談は 

「名古屋中公共職業安定所 学卒部門」へお願いします。 

なお、５月８日より「高卒求人作成事前相談会・申込み予約会」及び５月２５日に「令和６年３月 

新規学校卒業者対象求人説明会」を開催します。※詳細は学卒部門ホームページをご覧下さい。 

中学 学校推薦開始日 2024年 1月 1日以降 一斉選考日 2024年 1月 26日以降 

高校 学校推薦開始日 2023年 9月 5日以降 一斉選考日 2023年 9月 16日以降 
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カンピロバクター食中毒が多発！

過去５年間に名古屋市の飲食店で発生した食中毒のうち、原因物質の第1位がカンピロバクターによる

食中毒でした。

カンピロバクター食中毒って何？

カンピロバクター食中毒を防ぐには？

特 徴 ： 鶏や牛、豚などに存在する細菌による食中毒

原因食品 ： 鶏の刺身、鶏タタキ、鶏レバ刺し など

症 状 ： 下痢、腹痛、発熱、吐き気、頭痛 など

まれにギラン・バレー症候群（※）を発症

（※）手足の筋力が低下し、手足の麻痺や呼吸麻痺に至る神経障害

『新鮮な鶏肉だから生で食べても大丈夫』は間違い！

『鶏肉の表面を加熱すれば大丈夫』は間違い‼

名古屋市保健所・保健センター

飲食店で提供されているからと言って、生又は加熱不十分な鶏肉料理が安全なわけで

はありません！

中心部まで十分に加熱された鶏肉料理を選んで注文する、予約時にコースのメニュー

を確認するなど、生又は加熱不十分な鶏肉料理を食べないようにしましょう！

詳しくは、名古屋市公式ウェブサイトをご確認ください。↑↑

29件のうち25件（86％）で
生又は加熱不十分な鶏肉

料理が提供されていました。

中心部まで加熱された
鶏肉料理を食べましょう！

過去５年間（平成 年～令和 年）に
名古屋市内で発生した食中毒発生状況

総数
77件

カンピロバクター
件（ ％）

アニサキス
22件

ノロウイルス
14件

その他
12件
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全国安全週間説明会開催のご案内
 

主催 名古屋東労働基準協会 
後援 名古屋東労働基準監督署  

 
 

２０２３年度全国安全週間の準備期間として、下記の通り説明会を開催致します。

ご多用中とは存じますが、人事労務、安全衛生関係の業務に携わっている皆様のご参加を 

お願い申し上げます。 
 

月   日 時   間 会   場 定 員 

６月 ６日（火） 14：30～16：00 名古屋市工業研究所 ３階第１会議室 
(名古屋市熱田区六番 3-4-41) ５０名 

６月 ７日（水） 14：30～16：00 東郷町商工会館 ２階 
(愛知郡東郷町春木申下 1337-1 ℡0561-38-0821） ５０名 

※両会場とも駐車場がありますが、なるべく公共交通機関でお越し下さい 

 
内 容  １．全国安全週間実施要綱等説明          名古屋東労働基準監督署 安全衛生課 

（７月１～７日開催の全国安全週間と６月中の準備期間について、 

各事業場で実施すべき実施要綱を名古屋東労働基準監督署より説明頂きます） 

   

２．講演「自律的な安全衛生管理について」 

  「リスクアセスメントに基づき、自ら対策を決めましょう 

～化学物質管理の法改正を例にしてわかりやすく説明します～」 

     名古屋東労働基準監督署 安全衛生課長 杉山 源史 様 

 

 

参加費 円／１名（安全の指標・ポスター・のぼり等の実費） 

受 付 事前申込が必要です（当日受付はできません） 

問合先  名古屋東労働基準協会  
名古屋市瑞穂区牛巻町 8-9 ℡  
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